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所得税の確定申告、町・県民税（住民税）の
申告受付が始まります

■申告期間　２月18日㈪～ ３月15日㈮まで【土日は除く】　　　　　　

■会　　場　役場２階　201会議室

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
お
よ
び
本
人
確
認
書
類

　「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
通

知
カ
ー
ド
＋
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
」　

②
認
印
（
ス
タ
ン
プ
式
の
印
は
不
可
）

③
申
告
者
本
人
の
口
座
番
号
控

　
所
得
税
の
還
付
が
生
じ
る
場
合
は
、
申

告
者
本
人
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
の
で

金
融
機
関
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
な
ど

の
控
え
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、

通
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。）

　
ま
た
、
所
得
税
を
納
め
る
か
た
が
新
た

に
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
申

告
者
の
口
座
番
号
な
ど
の
ほ
か
、
金
融
機

関
届
出
印
が
必
要
で
す
。

④
所
得
計
算
の
基
礎
と
な
る
書
類

 

給
与
ま
た
は
年
金
所
得
者 

▼
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）【
コ
ピ
ー
は
不
可
】

事
業
（
営
業
・
農
業
）
所
得
者 

▼
収
支
内
訳
書
（
必
ず
事
前
に
作
成
し
、

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
）

 

不
動
産
所
得
者 

▼
収
支
内
訳
書
ま
た
は
収
入
金
額
・
必
要

経
費
な
ど
が
分
か
る
書
類

 

一
時
所
得
、
雑
所
得
な
ど
が
あ
る
か
た 

▼
計
算
明
細
書
や
支
払
調
書

⑤
領
収
書
・
控
除
証
明
書
（
平
成
30

年
中
に
支
払
っ
た
金
額
の
も
の
）

▼
国
民
健
康
保
険
税
（
＊
）

▼
介
護
保
険
料
（
＊
）

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
＊
）

▼
国
民
年
金
保
険
料

▼
生
命
保
険
料

▼
地
震
保
険
料
（
旧
長
期
損
害
保
険
料
分

も
含
み
ま
す
。）

申
告
に
必
要
な
も
の

（
＊
）

　

確
定
申
告
用
の
資
料
と
し
て
、
国
民

健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
平
成
30
年
中
支
払

分
の
納
付
確
認
書
が
必
要
な
か
た
は
、

総
務
税
務
課　

税
務
係
の
窓
口
で
交
付

し
ま
す
の
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

あなたの申告は、町・県民税（住民税）の申告？
それとも所得税の確定申告？

申告には「マイナン
バーの記載」と「本
人確認書類の提示、
または写しの貼付」
が必要です。

⑥
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
か
た

▼
給
与
所
得
者
の
（
特
定
増
改
築
等
）
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
告
書

▼
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
等
証
明
書

※
初
め
て
控
除
を
受
け
る
か
た
は
、
本
庄
税
務

署
で
確
定
申
告
を
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

⑦
医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た

▼
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
必
ず
事
前
に

作
成
し
、
お
持
ち
く
だ
さ
い
。）

⑧
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
よ

る
医
療
費
控
除
の
特
例
を
受
け
る
か
た

▼
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明

細
書

▼
健
康
の
維
持
増
進
や
疾
病
予
防
へ
の
取

組
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
特
定
健
康
診
査
・
予
防
接
種
・
が
ん
検

診
な
ど
の
領
収
書
ま
た
は
結
果
通
知
）

※
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
医
療
費
控

除
ま
た
は
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

に
よ
る
医
療
費
控
除
の
特
例
を
受
け
る
か
た

は
、
医
療
費
の
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
掲
示

は
必
要
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
明
細
書
の
記
載
内
容
を
確
認
す
る

た
め
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
確
定
申
告
期

限
な
ど
か
ら
５
年
間
、
税
務
署
か
ら
領
収
書

の
提
示
ま
た
は
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

①青色申告（収支内訳書記入の相談を含む）
②株式などの配当に関する申告
③譲渡所得申告（土地や建物、株式を売ったかた）
④損失の申告
⑤先物取引に関する申告
⑥初めて住宅借入金等特別控除
（所得税）を受けようとするかた
⑦雑損控除の申告
⑧災害減免
⑨亡くなられたかたの申告
⑩平成29年分以前の確定申告
⑪外国人または外国にお住まいのかたを扶養控除対象
者とする申告

次の申告は、
美里町申告会場で受付できません。
本庄税務署で申告をお願いします。

申告受付会場・日時
■受付時間：午前９時～11時15分
　　　　　　午後１時15分～４時

■会　　場：役場２階　201会議室

※番号札は、午前は８時45分、午後は１時か
ら配布します。

※受付時に資料などを確認し、揃っているか
たへ番号札を配布します。申告の受付は、
原則、番号札の順番でおこないます。（受付
順の予約などはおこなっていません。）

※指定日に都合の悪いかたは、指定日以外で
も申告を受け付けます。

※例年、午前の受付開始の時間帯が混み合い
ますので、時間をずらしてお越しください。

18日㈪ 公的年金収入のみ
で申告の必要なかた

19日㈫ 白石・円良田
20日㈬ 湯本・大仏
21日㈭ 猪俣
22日㈮ 湯栃・野中・小栗
25日㈪ 北十条・南十条
26日㈫ 関
27日㈬ 根木・関
28日㈭ 小茂田

１日㈮ 小茂田・南阿那志
４日㈪ 北阿那志
５日㈫ 下児玉
６日㈬ 沼上
７日㈭ 木部・中里
８日㈮ 甘粕
11日㈪ 古郡
12日㈫ 広木
13日㈬ 駒衣
14日㈭ 上記相談日に都合

の悪いかた15日㈮

２月の申告相談日と対象地区 ３月の申告相談日と対象地区

　所得税および復興特別所得税の確定
申告において、総合課税または申告分
離課税を選択した上場株式等に係る配
当所得等および譲渡所得について、納
税通知書が発送される日までに確定申
告とは別に「上場株式等の所得に関す
る住民税申告不要等申出書」を提出し
ていただくことにより、
所得税と町・県民税
（住民税）で異なる課税
方式（申告不要制度、
総合課税、申告分離課税）
を選択できます。

上場株式等の所得に係る町・
県民税（住民税）の課税方式
の選択について

問総務総務課　総務係　☎76-5131


